
「現任介護職員等の研修支援」における外国人

介護福祉士候補者の位置付けについて

○ ＥＰＡに基づき日本に入国し介護施設で従事する外国人介護福祉士候補者が、日本語学校や介護福祉士
国家試験の受験対策講座等の外部研修に通う場合に、今般の経済対策における「現任介護職員等の研修支
援」の対象に位置付け、代替要員の確保を支援する。
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（国家試験の受験）

緊急雇用創出事業における「現任介護職員等の
研修支援」に位置付け、代替要員の確保が図ら
れるようにすることにより、
① 候補者の外部研修受講
② 受入施設における候補者指導の一層の強化
を積極的に支援

（介護施設で３年間従事）

（国家試験受験対策講座）

（日本語学校）

など

候補者が国家試
験へ向けた外部
研修を受講

人材確保難の折、戦力と
なりつつある候補者に外部
の研修を受講させることは
現実問題として難しい・・・

指導に当たる職員が候
補者の指導に付きっきりに
なってしまい、本来の介護
業務を行うことが難しい・・・

【代替要員の確保支援】

候補者に対する指導
の重点化・強化

（日本人介護スタッフ）
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